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委 託 契 約 書
【資料４－１】

収 入

印 紙

、 、 、京都府を甲とし 特定非営利活動法人 ○ ○ ○ ○ を乙として 甲乙両当事者は

次のとおり委託契約を締結する。

（契約要項）

この契約の要項は、次のとおりとする。第１条

(1) 委託業務の名称、内容等

京都府旧本館に係る旧知事室等案内・監視業務

別添、仕様書参照

(2) 委託料 円

うち取引に係る消費税及び地方消費税の額 円

「取引に係る消費税及び地方消費税の額」は、消費税

法第28条第１項及び第29条並びに地方税法第72条の82

及び第72条の83の規定により算出したもので、委託料

に105分の5を乗じて得た額である。

(3) 委託期間 平成２１年 月 日から

平成２２年 ３月３１日まで

(4) 契約保証金

（業務の処理の方法）

乙は、採用された企画書に基づき委託業務を処理しなければならない。第２条

２ 乙は、前項の企画書に定めのない細部の事項については、甲の指示を受けるものとす

る。

（処理状況の調査等）

、 、 、第３条 甲は 必要があると認めるときは いつでも委託業務の処理状況を乙に報告させ

又は自らその状況を調査することができる。

（委託業務の内容の変更）

甲は、この契約締結後の事情により、委託業務の内容の全部若しくは一部を変更第４条

し、又は業務を一時停止させることができる。この場合において、委託料又は委託期間

を変更する必要があるときは、甲乙協議して書面によりこれを定めるものとする。

（業務完了報告及び検査）

乙は、業務を完了したときは、直ちに甲に業務完了報告書を提出しなければなら第５条

ない。

２ 甲は、前項の業務完了報告書を受理したときは、その日から10日以内に業務の完了の

確認のため検査を行わなければならない。

３ 乙は、前項の検査の結果不合格となり、補正を命じられたときは、遅滞なく当該補正
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を行い、再検査を受けなければならない。

４ 第１項及び第２項の規定は、前項の補正の完了及び再検査の場合に準用する。

（委託料の支払）

乙は、前条の検査に合格したときは、甲に対して書面をもって委託料の支払を請第６条

求をするものとする。

２ 甲は、前項の請求書を受理した日から30日（以下「約定期間」という ）以内に委。

託料を支払わなければならない。

３ 甲は、前項の期間内に委託料を支払わない場合は、期間満了の日の翌日から支払をす

る日までの日数に応じ、当該未払金額に対し年3.7パーセントを乗じて計算した遅延

利息を乙に支払わなければならない。ただし、約定期間内に支払をしないことが天災

地変等やむを得ない事由によるときは、当該事由の継続する期間は、約定期間に算入せ

ず、又は遅延利息を支払う日数に計算しないものとする。

４ 前項の規定により計算した遅延利息の額が100円未満であるときは、遅延利息を

支払うことを要せず、その額に100円未満の端数があるときは、その端数を切り捨てる

ものとする。

（検査の遅延）

甲が第５条第２項の検査期間内に検査を行わないときは、その期間を経過し第７条

た日から検査を行った日までの期間の日数は、約定期間の日数から差し引くものとし、

また当該遅延期間が約定期間の日数を超える場合には、約定期間は満了したものと、

甲は、その超える日数に応じ前条第３項及び第４項の例により計算した金額を乙に支

払うものとする。

（履行遅滞）

乙は、その責めに帰すべき理由により第１条第３号の期間内に業務を完了で第８条

きないときは、その期間を経過した日の翌日から業務を完了する日までの日数に応

じ、第１条第２号の委託料に対し年3.7パーセントを乗じて計算した 遅延賠償金を

甲に支払わなければならない。この場合においては、第６条第４項の規定を準用する。

２ 前項の日数には、検査に要した日数は、これを算入しない。

（前金払）

甲は、乙から委託料について前金払の請求があった場合において、その必要があ第９条

ると認めるときは、委託料の５０パーセントに相当する額の範囲内で前金払をするもの

とする。

（契約の解除）

甲は、次の各号の一に該当する場合は、この契約を解除することができる。第１０条

(1) 乙の責めに帰すべき事由により、この契約を履行する見込みがないと明らかに認め

られるとき。

(2) 乙が正当な理由なくして通常考えられる契約履行のための着手時期を過ぎても業

務に着手しないとき。

(3) 乙が正当な理由なくしてこの契約の各条項に違反したとき。

２ 乙は、次の各号の一に該当する場合は、この契約を解除することができる。

(1) 第４条の規定による委託業務の内容の全部又は一部の変更のため、委託料が３
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分の２以上減少したとき。

(2) 甲が正当な理由なくしてこの契約の各条項に違反したとき。

（談合等による解除）

甲は、乙がこの契約に関し次の各号のいずれかに該当するときは、契約を第１０条の２

解除することができる。

、 （ 。(1) 乙に対し 私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律 昭和22年法律第54号

以下「独占禁止法」という ）第49条第１項の排除措置命令がなされ、同条第７項。

又は第52条第５項の規定により確定したとき。

(2) 乙に対し、独占禁止法第50条第１項の納付命令がなされ、同条第５項又は第52条第

５項の規定により確定したとき。

(3) 乙に対し、独占禁止法第65条、第66条第１項、同条第２項、同条第３項又は第67条

第１項の規定による審決（独占禁止法第66条第３項の規定により原処分の全部を取

り消す旨の審決を除く ）がなされ、独占禁止法第77条に規定する期間内に、この。

審決の取消しの訴えが提起されなかったとき。

(4) 乙が、独占禁止法第77条第１項の規定により審決の取消しの訴えを提起した場合に

おいて、当該訴えを却下し、又は棄却する判決が確定したとき。

(5) 前４号のほか、独占禁止法その他の法律に基づき、乙が談合等の不公正な行為を

行った旨の事実を認定する処分、審決その他の措置がなされ、かつ、その効力が確

定したとき。

(6) 乙（乙が法人の場合にあっては、その役員又はその使用人）が、刑法(明治40年

法律第45号)第96条の３又は第198条による刑が確定したとき。

（特定調達契約に係る契約の解除等）

甲は、業務が満了するまでの間は、第10条第1項及び前条の規定によるほ第１１条

か、必要があるときは、契約の履行を停止し、又は契約を解除することができる。

２ 甲は、前項の規定により契約を解除したことにより乙に損害を及ぼしたときは、その

損害を賠償しなければならない。

（違約金）

乙は、第10条第１項の規定により契約を解除されたときは、委託料の10分の１第１２条

を違約金として甲の指定する期日までに甲に支払うものとする。

２ 前項の規定は、第10条第２項の規定によりこの契約が解除された場合に準用す

る。

（損害賠償）

乙は、その責めに帰すべき事由により、委託業務の処理に関し甲又は第三者に第１３条

損害を与えたときは、その損害を賠償しなければならない。

（損害賠償の予定）

乙は、第10条の２各号のいずれかに該当するときは、委託業務の完了第１３条の２

の前後を問わず、又は甲が契約を解除するか否かを問わず、損害賠償金として、委託料

の10分の２ に相当する金額を甲に支払わなければならない。ただし、同 条第１号から

第５号までのうち処分、審決、その他の措置の対象となる行為が独占禁止法第２条第

９項に基づく不公正な取引方法（昭和57年6月18日公正取引委員会告示第15号）第６項

第１１条削除
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で規定する不当廉売の場合その他甲が特に認める場合は、この限りでない。

２ 前項の規定による損害賠償金は、甲に生じた実際の損害額が同項に規定する損害賠償

、 。金の額を超える場合は その超える額につきなお請求をすることを妨げるものではない

同項の規定により乙が損害賠償金を支払った後に、実際の損害額が同項に規定する損害

賠償金の額を超えることが明らかとなった場合においても、同様とする。

（契約保証金）

甲は、第１条第４号の契約保証金を第12条第１項の違約金及び第８条第第１４条

１項の遅延賠償金に充当することができる。

２ 甲は、第５条の検査終了後、乙の請求に基づき速やかに契約保証金を返還しな

ければならない。

（権利の譲渡等）

乙は、この契約によって生ずる権利又は義務を、第三者に譲渡し、又は引き受第１５条

けさせてはならない。ただし、あらかじめ甲の承諾を得たときは、この限りでない。

（再委託等の禁止）

乙は、委託業務の全部又は一部の処理を第三者に委託し、又は請け負わせては第１６条

ならない。ただし、あらかじめ甲の承諾を得たときは、この限りでない。

（秘密の保持）

乙は、委託業務の処理上知り得た秘密を他人に漏らしてはならない。第１７条

（個人情報の保護）

乙は、この契約による事務を処理するための個人情報の取扱いについては、別第１８条

記「個人情報取扱特記事項」を守らなければならない。

（協議）

この契約書に定めのない事項又はこの契約書の条項について疑義が生じたとき第１９条

は、甲乙協議してこれを定める。

この契約の締結を証するため、この契約書を２通作成し、甲乙両当事者記名押印の

上、各自１通を保有する。

平成２１年 月 日

甲 京 都 府

知 事 山 田 啓 二 印

乙 住 所

法人名

,
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別記

個人情報取扱特記事項

（基本的事項）
第１ 乙は、この契約による個人情報の取扱いに当たっては、個人の権利利益を侵害
することのないようにしなければならない。
（秘密の保持）
第２ 乙は、この契約による事務に関して知ることのできた個人情報を他に漏らして
はならない。この契約が終了し、又は解除された後においても、同様とする。
（目的外収集・利用の禁止）
第３ 乙は、この契約による事務を処理するため、個人情報を収集し、又は利用する
ときは、受託事務の目的の範囲内で行うものとする。
（第三者への提供の禁止）
第４ 乙は、この契約による事務を処理するため甲から提供を受け、又は乙自らが収
集し、若しくは作成した個人情報が記録された資料等を、甲の承諾なしに第三者に
提供してはならない。
（複写、複製の禁止）
第５ 乙は、この契約による事務を処理するため甲から提供を受け、又は乙自らが収
集し、若しくは作成した個人情報が記録された資料等を、甲の承諾なしに複写し、
又は複製してはならない。
（適正管理）
第６ 乙は、この契約による事務を処理するため甲から提供を受け、又は乙自らが収
集し、若しくは作成した個人情報の滅失及びき損の防止に関する措置を講じなけれ
ばならない。
（作業場所の指定等）
第７ 乙は、甲が指定する場所以外の場所で、この契約による個人情報を取り扱う事
務を処理してはならない。ただし、甲が指定する場所以外の場所で、この契約によ
る個人情報を取り扱う事務を処理する必要がある場合において、あらかじめ当該作
業場所における個人 情報の安全確保の措置の内容を甲に届け出て、甲の承諾を得
た場合はこの限りでない。
（運搬）
第８ 乙は、この契約による事務の処理その他この契約の履行に関し、個人情報が記
載された資料等を運搬するときは、個人情報の漏えい、き損及び滅失を防止するた
め、乙の責任において、確実な方法により運搬しなければならない。
（資料等の返還等）
第９ 乙がこの契約による事務を処理するために、甲から提供を受け、又は乙自らが
収集し、若しくは作成した個人情報が記録された全ての資料等は、その契約完了後
直ちに甲に返還し、又は引き渡すものとする。ただし甲が別に指示したときは当該
方法によるものとする。
（従事者への周知及び監督）
第10 乙は、この契約による事務に従事している者に対し、在職中はもとより退職後
においても、その事務に関して知り得た個人情報をみだりに他人に知らせ、又は不
当な目的に使用してはならないこと、これに違反した場合は、京都府個人情報保護
条例（平成８年京都府条例第１号）により罰則が適用される場合 があることなど
、個人情報の保護のために必要な事項を周知するとともに、個人情報の適正管理の
徹底が図られるよう、必要かつ適切な監督を行わなければならない。
（取扱い状況の報告及び調査）
第11 甲は、必要があると認めるときは、この契約による個人情報の取扱いの状況に
ついて、乙に報告させ、又は随時実地に調査することができるものとする。
（指示）
第12 甲は、この契約による個人情報の取扱いが不適当と認められるときは、乙に対
して必要な指示を行うものとし、乙は、その指示に従わなければならない。
事故の場合の措置）（
第13 乙は、この契約に違反する事態が生じ、又は生じるおそれのあることを知った
ときは、速やかに甲に報告し、甲の指示に従うものとする。


